
施設ケアマネジメント①（理念） 

 
2018.08.06. 小 湊 純 一。 

 

Ⅰ 施設ケアの理念 

 

いいケアをするには，関わるスタッフが最も大切 
 

専門性が高く，良い関係性で利用者主体の支援をするために重要なことは『関わるス

タッフ一人ひとりが大切にされ尊重されているか』ということです。 
 

「利用者一人ひとりを大切にして下さい。」と言われても，そのスタッフ自身が大切

にされていなければ，いいケアにはつながりません。 
 
管理者が，職員一人ひとりを尊重した話し合いをすることができれば，職員も，利用

者一人ひとりを尊重した話し合いができるはず。 
 

管理者がスタッフ一人ひとりを大切にして尊重するということは，スタッフが利用者

一人ひとりのことを理解しようと努力することに繋がり，私たちにとって最も重要な『利

用者からの信頼』を得ることに繋がります。 
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自立の権利と義務と自立の支援

１ 残存能力活用（能力発揮）支援 

当事者の心身，環境の評価，自己解決能力に着目して，一人ひとりのニーズの客観的

な把握・分析を行い，自立を支援及び自立を促進する目的で関わります。

できるところも代行してしまうと，その時は喜ばれるかもしれませんが，能力の発揮を妨

げ，依存性を高めてしまう場合があります。

２ 自己決定支援 

選択可能な，個人を尊重した個別的対応や方法を事前に提案してお知らせし，自分

で決める能力を評価し，本人の自らの決定を尊重して対応します。決めるのは支援者でな

く当事者本人です。

一人ひとり考えかたや好みが違いますから，決して押し付けたりしないように気を付

けます。

また，自分と考え方が違う人を「ダメな人」「言う事を聞かない人」扱いにしては

いけません。

３ あたりまえの生活支援 

当事者の心身の機能や生活環境に障害があったとしても，人の手を借りながらでも，

サービスを使いながらでも，人としてあたりまえの生活をすることができるということが

その人の権利です。

また，当事者と当事者の生活を尊重し，できるだけ生活を続けることができるよう話

し合い，関わります 広く，地域・保健・医療・福祉・介護・法律等，生活全般にわたる

連携により支援します。
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良い実践の原理 
 
① 長期ケアを受けつつ生活している人であっても，人間としての尊厳が失

われるべきではない。 

② 入居者は，彼らを支援する人びとからも尊敬を受けるべきである。 

③ 入居者は，市民としての権利をもって生活するべきである。 

④ 入居者は，身体的・精神的に許されるかぎり，市民としての権利が完全

に保証された生活を営むべきである。 

 
１ 年齢がどうであれ，精神的・身体的にしっかりしていようがいまいが，そして，障害

があろうがなかろうが，入居者は，自己決定と個性的な生活を営む権利をもってい

る。また，入居者は，可能なかぎり，自宅で普通に暮らしている人と同様の環境で生

活する権利をもっている。すべての長期ケアの場では，たとえ入居者に痴呆のような

進行性の病気があったとしても，その身体的・知的・精神的・情緒的・社会的側面の

能力を最大限発揮できるように，ケアの目的を定めるべきである。そして，このため

に，個々人の可能性に気づき，それを育むことに努めなければならない。また，時間

の経過とともに，それらの能力に変化がもたらされるがあるということにも気づいて

おく必要がある。 
  入居者とその幸せが，あらゆるケアの場面で関心の焦点となるべきである。これは，

入居者全体にとっても，個々の入居者にとっても，最も大切なことである。ゆえに，

施設・施設所有者・マネジャー・スタッフの都合によって，入居者の幸せがないがし

ろにされるようなことがあってはならない。すなわち，個人のプライバシーと尊厳を

尊重し，また入居者の多様性と個性を認め，自立を助長し，選択権を認め，自分の生

活のコントロールを可能にするようなケアを，可能なかぎり提供するべきである。 
 

２ 長期ケアを提供する施設における日常生活の基本原理他者のケアを受けているすべて

の人びとがもつべき諸権利を支える基本的な原理がいくつかある。 
 
 
プライバシーと尊厳性の尊重 

 入居者のプライバシーと尊厳性の尊重は，非常に重要なことである。すなわち，入居者

は個室をもち，衣服・食べ物・就寝時間・起床時間，そして１日の過ごし方を，自分で選

ぶ機会をもつべきである。身辺ケアのためにスタッフの手を借りなければならないからと

いって，入居者の尊厳性が傷つけられたり，プライバシーが侵害されたりすべき･ではな

い。入居者は，一人前の者として処遇されるべきであって，子ども扱いされるべきではな

い。スタッフはどのような場合であっても，入居者に対して恩着せがましい態度を見せる

べきでない。また，入居者は，スタッフや他の入居者や施設への訪問者に対して，どのよ

うな呼び方をして欲しいかを，自分で決定するべきである。 
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自尊心の維持 

 他者に依存している人びとが自尊心を維持できるかどうかは，施設の中で入居者にどの

ような地位が与えられているかにかかっている。したがって，スタッフやマネジャーは，

入居者のことを，援助なしでは生きていけない虚弱高齢者と見なすべきではない。スタッ

フらは，入居者一人ひとりに対して敬意を払い，彼らの資質や能力や人生経験を施設生活

に活かし貢献できるという点を，高く評価するべきである。自分か高く評価されていると

いうことが実感されたならば，入居者の自尊心もそれだけ高まるだろうし，やる気も湧い

てくるだろう。スタッフは，入居者に対して礼儀正しく振る舞うように努め，また，入居

者はプライバシーと自分の意見をもっており，その表明に際しては自らの意思で決める権

利がある，ということを尊重すべきである。 
 
自立助長 

 入居者は，自分のことは自分でできるべきであり，自分の問題は自分で処理できるべき

である。また，そのようになるためには，たとえ時間がかかっても，スタッフや身内の人

びとは，必要なときでないかぎり，「代わりにやってあげたい」という誘惑に打ち克つべ

きである。そうでなければ，入居者はますます依存的になってしまうであろう。 
 
選択とコントロール 

 可能な場合には，入居者は常に，自分の生活に影響する大切な意思決定を自分で行なう

べきである。また，毎日の時間をどう使うかについても，自分で決めるべきであり，例え

ば，施設での共同生活にどこまでかかわるかについても，個々人の判断にもとづいて決め

るべきである。また，家族や友人や地域との関係をどの程度もつかについても同様であ

る。このような選択権の行使は，入居者にとっての権利の一つである。そして，そのため

には，しばしば入居者，身内の人びと，さらにスタッフとのパートナーシップが必要とな

ってくる。また，それらの人びととの間で，何を選択するかについて話しあうことも必要

になってくる。非常に虚弱な人びとのように，自分の意思や好き嫌いを表明するときに援

助を必要とする者もいる。そして，すべての入居者は，外部の人からアドバイスを受けた

り，代理人になってもらったり，アドボカシーを受けたりする機会が提供されるべきであ

る。もし，スタッフがこのような施設外の人びととのつなぎ役を果たさなかったならば，

入居者の心の奥深くにある意見や希望が表に出されないまま終わってしまうかもしれな

い。入居者は施設の内外で，情緒的表現や恋愛をする機会をもち，また，個人的な親しい

関係をもてるようにするべきである。 
 
個性の認識 

 入居者は他者とともに施設で生活しているには違いないが，自分自身の好き嫌いの感情

をもった一人ひとりの個人なのである。スタッフは，個々の入居者の要望に応えてあげる

ようにすべきであり，一方的に規則ばかりを押しつけるべきではない。というのは，それ

らの規則は，多数を占める人びとのニーズや好みによって作られたものであったり，マネ

ジャー・スタッフ・身内の人びとの都合で作られているものであったりするからである。

また，民族的・文化的・社会的・宗教的な背景の違いによる摩擦は，施設生活において避
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けられないことでもある。また，スタッフは，自分たちは喜んで入居者たちのニーズに対

応しているのだということを，入居者に感じてもらえるようにするべきである。さらに，

入居者が，アイデンティティを維持し，過去の習慣や伝統と一致した生活を続けることを

望んでいるのだということを，スタッフはよく理解してあげるべきである。また，入居者

の方も，施設という社会で他者と生活していく以上，他者には他者の生活のリズムとニー

ズがあることをわきまえて，それらにうまく合わせていく方法を学んでいくべきである。

スタッフが，入居者同士の橋渡し役に努めていることがわかってもらえれば，何事もうま

くゆくであろう。ここでは，施設外における人間関係の重要性と，施設内でも同様の人間

関係を作ることの大切さを強調しておきたい。 
 
信念の表現 

 宗教上の信仰や政治的な主義主張を公にしたり，それらを追求していく機会が認められ

るべきである。また，好みの食事や衣服を選んだり，プライバシーが尊重され，静粛な環

境の中での祈りや瞑想，あるいは入居者が礼拝に参加することも認められるべきである。

また，選挙時には，ポスターを掲示することも認められるべきである。 
 
安全 

 入居者の安全を確保し，入居者が安心感をもてるようにするべきである。しかし，過度

の保護や安全への配慮は，個々人の権利の侵害につながる恐れもある。常に入居者の恐怖

と不安に気を配り，いつでも援助できる体制を十分に整えた上で，行き過ぎた安全主義に

陥らないように気をつけるべきである。 
 
自己責任で危険を冒すこと 

 自己責任のもとに危険を冒すことは，自律と自立を促す上で当然のことであり，また大

切なことでもある。危険性があるという理由だけで，入居者の望んでいる活動が拒否され

てはならず，危険性と安全性のバランスが慎重に検討されるべきである。スタッフや身内

の人びとが不安を感じたならば，危険な活動にチャレンジしたいと望んでいる入居者と，

危険性と個々人の権利の問題の折り合いがつくまで，十分に話しあうべきである。 
 
市民としての権利 

 ケアを受けて生活するからといって，公的な保健や福祉サービスに対する普通の権利が

制限されるというわけではない。また，それ以外の権利，例えば，一般的な市民としての

権利，民主主義の過程に参加する権利，情報を入手する権利が，制限されるわけでもな

い。また。入居者が望めば，秘密性を保持した上で，郵便や代理人によって選挙に投票す

るといった方法もとられるべきである。 
 特定の人びとを世話する施設では，施設運営が，民族差別禁止法や機会平等法に抵触し

ないように気をつけるべきである。施設でも，一般社会と同様に刑法や民法が適用され

る。また，とりわけ用心が必要なこともある。例えば，虐待・盗み・搾取・詐欺からの保

護と予防である。 
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 個々の入居者と施設所有者との正式契約が，地方自治体の社会サービス部ノソーシャル

ワーク部との間でなされた場合は，その内容をケアマネジャーが示し，施設で受けられる

ケアや入所条件，費用に関して，正式の同意書を作成するべきである。 
 
身内の人びとや友人との人間関係 

 良い施設では，身内の人びとや友人が生活の中で果たす役割が高く評価されている。ま

た，入居者が施設の中で何か役に立ちたいと望み，しかも，それが処遇上重要だと見なさ

れた場合には，奨励されるべきである。 
 
余暇活動の機会 

 施設の内外で余暇活動を実施することは大切である。余暇活動に参加できるか否かは，

入居者個々人の希望と能力による。また，その計画は，入居者の状況に柔軟に対応しつつ

立てられ，入居者のニーズを充足するために，近隣の社会資源が活用されるべきである。

そして，できるかぎり幅広い面で，普通の生活，特に入居者が過去に慣れ親しんできた生

活に合わせることによって，施設の生活の質が向上していくであろう。余暇活動には，外

出やショッピング，またその人にとって可能であれば，礼拝への参加が含まれるべきであ

る。 
 
高水準のケア 

 入居者は，その状態によって必要なレベルのケアが受けられなければならない。そのケ

アは，個々人の身体的・臨床的・身辺的・社会的・精神的なニーズを全範囲にわたって充

足する，高い水準のものであるべきだ。 
 
必要なケア 

 ケアと治療は，それによって積極的な効果が得られ/る見込みがある場合にのみ提供さ

れるべきである。どうしても必要な場合を除き，ケアが抑制を意味するべきではない。治

療（例えば，薬によるコントロール）は，施設の都合に合わせて実施されてはならない。

入居者は，施設内外の適切な専門家による適切なケアをすぐに受けられるようにするべき

である。ケアは，常に個人のプライバシーと尊厳に十分配慮した上で提供されるべきであ

る。 
 
長期ケア 

 たとえ入居者の健康状態や経済状態が悪化しても，できるかぎりケアの継続性が確保さ

れるべきである。医師の指示を受けたやむを得ない場合を除いて，入居者が別のケアを受

けるために施設の外の機関に出かけるべきではない。そのような場合には，なるべく外部

のサービスを施設内に導入するべきである。また，財源を提供する行政機関の都合によ

り，入居者が施設外の機関に出向くようなことがあってはならない。施設では必要なケア

が提供できない場合，あるいはレスパイトケアのようなやむを得ない場合には，施設と自

宅，あるいは施設とホスピスや病院の間の移動は，可能なかぎり入居者に負担がかからな

いような形で行なわれるべきである。 
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オープンなケア 

 入居者（身内の人と代弁者）は，犠牲にされるという恐れや強制退居させられるという

恐れをもつことなく，受けているケアについて不服を申し立てられるべきである。 
 
 

※1996 年 高齢者施設ケアの実践綱領から引用 
 

 
 

7



施設ケアマネジメント②（役割と専門性） 

 

2018.08.06. 小 湊 純 一。 

Ⅱ ケアマネジャー・ケアスタッフの役割（最低基準） 

 
指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準（抜粋） 

 
 （基本方針） 
第一条の二 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅に

おける生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社

会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世

話を行うことにより，入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで

きるようにすることを目指すものでなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立っ

て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを

重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保

険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め

なければならない。 
（入退所） 
４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，

その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討しな

ければならない。 
５ 前項の検討に当たっては，生活相談員，介護職員，看護職員，介護支援専門員等の従

業者の間で協議しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅

において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族

の希望，その者が退所後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所の

ために必要な援助を行わなければならない。 
（サービスの提供の記録） 
２ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスを提供した際には，提供した具

体的なサービスの内容等を記録しなければならない。 
 （指定介護福祉施設サービスの取扱方針） 
第十一条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の

軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥

当適切に行わなければならない。 
２ 指定介護福祉施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと

ならないよう配慮して行われなければならない。 
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３ 指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，

懇切丁寧を旨とし，入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しや

すいように説明を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，当該入所

者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体

的拘束その他入所者の行動を制限する行為（以下「身体的拘束等」という。）を行っては

ならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間，

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，身体的拘束等の適正化を図るため，次に掲げる措置を講じ

なければならない。 
一 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を三月に一回以上開催すると

ともに，その結果について，介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。 
二 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
三 介護職員その他の従業者に対し，身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実

施すること。 
７ 指定介護老人福祉施設は，自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を

行い，常にその改善を図らなければならない。 
 （施設サービス計画の作成） 
第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作成

に関する業務を担当させるものとする。 
２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員は，施設サービス計画の作

成に当たっては，入所者の日常生活全般を支援する観点から，当該地域の住民による自

発的な活動によるサービス等の利用も含めて施設サービス計画上に位置付けるよう努め

なければならない。 
３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ

り，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入所者

が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことができるよう

に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握（以下「アセスメ

ント」という。）に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わなければならない。

この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入所者及びその家族に対

して十分に説明し，理解を得なければならない。 
５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果

に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の生活に対する意向，

総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，指定介護福祉施設サービスの目標及

びその達成時期，指定介護福祉施設サービスの内容，指定介護福祉施設サービスを提供

する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 
６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議（入所者に対する指定介護福祉施設

サービスの提供に当たる他の担当者を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催，担
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当者に対する照会等により，当該施設サービス計画の原案の内容について，担当者か

ら，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 
７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその

家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 
８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス

計画を入所者に交付しなければならない。 
９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状

況の把握（入所者についての継続的なアセスメントを含む。）を行い，必要に応じて施設

サービス計画の変更を行うものとする。 
１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握（以下「モニタリン

グ」という。）に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行う

こととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 
一 定期的に入所者に面接すること。 
二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 

１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開

催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者

から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 
一 入所者が要介護更新認定を受けた場合 
二 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 

１２ 第二項から第八項までの規定は，第九項に規定する施設サービス計画の変更につい

て準用する。 
 （介護） 
第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身

の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴さ

せ，又は清しきしなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ

り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り

替えなければならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発

生を予防するための体制を整備しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替

え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 
７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ

ならない。 
８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施

設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 
 （食事） 
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第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した

食事を，適切な時間に提供しなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支

援しなければならない。 
 （相談及び援助） 
第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等

の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに，

必要な助言その他の援助を行わなければならない。 
 （社会生活上の便宜の提供等） 
第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための

レクリエーション行事を行わなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手

続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意

を得て，代わって行わなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその

家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな

い。 
 （機能訓練） 
第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生

活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければ

ならない。 
 （健康管理） 
第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意

し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 
（管理者の責務） 
２ 指定介護老人福祉施設の管理者は，従業者にこの章の規定を遵守させるために必要な

指揮命令を行うものとする。 
 （計画担当介護支援専門員の責務） 
第二十二条の二 計画担当介護支援専門員は，第十二条に規定する業務のほか，次に掲げ

る業務を行うものとする。 
一 入所申込者の入所に際し，その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等によ

り，その者の心身の状況，生活歴，病歴，指定居宅サービス等の利用状況等を把握す

ること。 
二 入所者の心身の状況，その置かれている環境等に照らし，その者が居宅において日

常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討すること。 
三 その心身の状況，その置かれている環境等に照らし，居宅において日常生活を営む

ことができると認められる入所者に対し，その者及びその家族の希望，その者が退所

後に置かれることとなる環境等を勘案し，その者の円滑な退所のために必要な援助を

行うこと。 
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四 入所者の退所に際し，居宅サービス計画の作成等の援助に資するため，居宅介護支

援事業者に対して情報を提供するほか，保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者と密接に連携すること。 
五 第十一条第五項に規定する身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の

状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。 
六 苦情の内容等を記録すること。 
七 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。 

 （定員の遵守） 
第二十五条 指定介護老人福祉施設は，入所定員及び居室の定員を超えて入所させてはな

らない。ただし，災害，虐待その他のやむを得ない事情がある場合は，この限りでな

い。 
 （秘密保持等） 
第三十条 指定介護老人福祉施設の従業者は，正当な理由がなく，その業務上知り得た入

所者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，従業者であった者が，正当な理由がなく，その業務上知り

得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう，必要な措置を講じなければな

らない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，居宅介護支援事業者等に対して，入所者に関する情報を提

供する際には，あらかじめ文書により入所者の同意を得ておかなければならない。 
 （苦情処理） 
第三十三条 指定介護老人福祉施設は，その提供した指定介護福祉施設サービスに関する

入所者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるた

めの窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，前項の苦情を受け付けた場合には，当該苦情の内容等を記

録しなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，提供した指定介護福祉施設サービスに関し，法第二十三条

の規定による市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村

の職員からの質問若しくは照会に応じ，入所者からの苦情に関して市町村が行う調査に

協力するとともに，市町村から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，市町村からの求めがあった場合には，前項の改善の内容を

市町村に報告しなければならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は，提供した指定介護福祉施設サービスに関する入所者からの

苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに，国民健康保険団

体連合会から指導又は助言を受けた場合は，当該指導又は助言に従って必要な改善を行

わなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には，前

項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告しなければならない。 
 （地域との連携等） 
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第三十四条 指定介護老人福祉施設は，その運営に当たっては，地域住民又はその自発的

な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流を図らなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，その運営に当たっては，提供した指定介護福祉施設サービ

スに関する入所者からの苦情に関して，市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事

業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。 
 （事故発生の防止及び発生時の対応） 
第三十五条 指定介護老人福祉施設は，事故の発生又はその再発を防止するため，次の各

号に定める措置を講じなければならない。 
一 事故が発生した場合の対応，次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の

防止のための指針を整備すること。 
二 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に，当該事実が

報告され，その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備すること。 
三 事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。 

２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により事

故が発生した場合は，速やかに市町村，入所者の家族等に連絡を行うとともに，必要な

措置を講じなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記

録しなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供により賠

償すべき事故が発生した場合は，損害賠償を速やかに行わなければならない。 
 （記録の整備） 
第三十七条 指定介護老人福祉施設は，従業者，設備及び会計に関する諸記録を整備して

おかなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に関する

次の各号に掲げる記録を整備し，その完結の日から五年間保存しなければならない。 
一 施設サービス計画 
二 提供した具体的なサービスの内容等の記録 
三 身体的拘束等の態様及び時間，その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得な

い理由の記録 
四 市町村への通知に係る記録 
五 苦情の内容等の記録 
六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 
 

ユニット型指定介護老人福祉施設 
 （基本方針） 
第三十九条 ユニット型指定介護老人福祉施設は，入居者一人一人の意思及び人格を尊重

し，施設サービス計画に基づき，その居宅における生活への復帰を念頭に置いて，入居

前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら，各ユニ

ットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き，自律的な日常生活を営むことを支援し

なければならない。 
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２ ユニット型指定介護老人福祉施設は，地域や家庭との結び付きを重視した運営を行

い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保険施設その他の保

健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならな

い。 
 

Ⅲ ケアマネジャー・ケアスタッフの専門性（役割と支障把握の視点） 

 
１ 健康状態 
 
（１）病気・症状 
（２）転倒 
   介護施設入所高齢者は，転倒と転倒による骨折の危険性が高いだけでなく，転倒す   

ることを心配して活動を控えてしまう場合があります。 
   転倒の原因は一つだけでなく，複数の原因によります。転倒の原因は，入所者の健

康状態や身体機能などの本人によるものと，薬の副作用，用具の使用，抑制や環境な

どの本人以外の原因があります。 
① 入所施設の職員は，転倒したことのある入所者と転倒の危険性のある入所者を特

定して，転倒と転倒による負傷を最小限にすることが役割です。また，転倒の危険

性を把握して対応することは，転倒を心配することによる活動制限を解消すること

にもつながります。 
（３）向精神薬 

適切かつ慎重に使用されれば，入所者の生活の質を向上させることができます。し 
かし，すべての向精神薬には副作用があり，問題をさらに悪化させる可能性もありま

す。特に起立性低血圧は深刻な副作用です。せん妄も副作用として起きる場合があ

り，服用した薬剤の種類や量，他の薬剤との相互作用，入所者の年齢，健康状態によ

って重症化することがあります。 
① 医師によって処方された向精神薬作用の観察により，入所者の心身の状況，生活

の質を向上させます。また，向精神薬の副作用による危険性を最小限にします。 
   

① 本人のＡＤＬ，認知，気分，行動，治療，看護，死等に関連のある，ケアスタッフ

が観察・管理が必要な病気を把握します。すでに治った病気，身体機能やプランに関

係しない病気は除きます。 
② 主治医意見書，主治の医師からの診療情報提供により確認します。 
③ 健康や健康状態に影響する症状を記録し，病気や事故，機能低下の原因を把握しま

す。 
④ 痛みの状態や症状の頻度と強さを把握し，管理（コントロールや和らげるための対

応）の評価をします。また，痛みによって行動が制限されているかどうかを確認しま

す。 

⑤ 転倒や怪我の危険性を把握します。記録だけに頼らず，本人にも確認します。 

14



⑥ 病気や健康状態が急性か，不安定か，悪化しているかを把握します。 

⑦ 特別な治療やケアについて把握します。 
 
２ ＡＤＬ 
 
（１）ＡＤＬの改善と支援 

 ＡＤＬが自立することの長所と同時に発生する危険性との間のバランスをとった現

実的な目標を設定します。自立を勧める際にはある程度安全を損なう危険性があるこ

とを理解し，目標を設定する場合には十分な説明と利用者の積極的参加を得る必要が

あります。 
※ ＡＤＬの改善，予防，適切な介護を考えるには，現場の介護スタッフの知識，

観察力，予測力による日々の利用者情報が重要です。 
   ※ ＡＤＬが自立することの長所と同時に発生する危険性との間のバランスをとっ

た現実的な目標を設定します。自立を勧める際にはある程度安全を損なう危険性

があることを理解し，目標を設定する場合には十分な説明と利用者の積極的参加

を得る必要があります。 
  ① ＡＤＬが改善する可能性のある利用者，ＡＤＬの低下を遅らすことのできる利用 
   者を把握します。 
  ② ＡＤＬ障害の原因を理解したうえで，自立への意欲のある利用者や，障害になっ 
   て間もない利用者に，目的を持った運動等の機能訓練を検討します。 
  ③ ＡＤＬの改善などが難しい場合は，必ず行わなければならないケアを検討しま

す。また，改善のためのケアと平行して行う場合もあります。 
 
① 利用者本人が，実際に何を自分で行い，どのような言葉による援助や身体的援助を

受けたかを把握します。 
② 関節可動域の制限，随意運動の障害について把握します。 
③ ＯＴ・ＰＴ等リハビリの専門職以外のスタッフから，どの程度機能維持・回復の訓

練を受けているかを把握します。 
④ 自立度改善の意識を把握します。 

 
３ ＩＡＤＬ 
 
（１）ＩＡＤＬの回復と支援 
  ① ＩＡＤＬの能力，ＩＡＤＬ障害の原因を明らかにし，より自立できる可能性，回 

復できる可能性を検討して対応します。 
① 施設内で自立した生活を営むための機能を把握します。 
② 本人がどれだけ行ったか。どれだけ支援されたかを把握します。 
③ 自分一人で行う場合の困難度を把握します。 
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４ 認知 
 
（１）認知障害 
   認知機能における障害は，最近や昔の出来事を忘れる，錯乱する，言葉を探したり  

  話を理解するのが困難になる，社会生活に適応できなくなるなど，生活のほとんどす

べてに影響します。 

   ほとんどの認知能力の低下あるいは認知症は慢性に進行するものです。このため，   
  認知能力の低下した高齢者へのケアは，治療というよりも，生活の質を向上するこ

と，機能状態を維持すること，機能低下を最小限にすること，尊厳を保持すること，

に焦点を当てることになります。 
   せん妄や行動障害は，認知能力の低下した入所者へのケアを複雑にする原因です。 
  ① 認知障害があるかどうか，急性か慢性か，慢性なら，その障害を補い，生活の質 
   を高めるためにどのような方法をとることができるのかを判断します。 
  ② 認知障害のある入所者に，負担やストレスとならない活動を提供します。 
  ③ 関わる職員の適切な支援的役割を明らかにします。 
① 記憶障害を具体的に把握しましたか？ 
② 見当識障害を具体的に把握しましたか？ 
③ 判断力低下について具体的に把握しましたか？ 
④ 実行機能障害を具体的に把握しましたか？ 
⑤ できるところを把握しましたか？ 

 
５ コミュニケーション 
 
（１）コミュニケーション 
   コミュニケーションによって自分の感情や想いを表現し，人の話を聞くなどして互

いの情報を共有します。コミュニケーションがうまくとれれば，環境への適応や，孤

独やうつ等を軽くすることも可能です。 
  ① コミュニケーションの障害・問題を明らかにして，専門的な検査や対処をおこな    
   います。 
（２）視覚・聴覚 
  ① 最近視力・聴力が低下した入所者，視力・聴力を失った入所者，眼鏡・補聴器な

どを適切に使用していなかった入所者を把握して対応します。 

 
６ 社会との関わり 
 
（１）活動 
   入所者が消極的であっても，活動に参加することは重要です。 
  活動や訓練への期待や意欲がなくなり，病気が進み，活動への機会が減ることで，社   

① 聴力，理解力，コミュニケーション能力を把握します。 
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  会交流をしなくなると，生活や身体機能等の改善や回復の可能性が減少します。 
 ① 活動していないことが，生活上の支障となっている入所者，活動内容を見直す必  
  要のある入所者を把握して対応します。 

 
（２）対人関係 
   幸福感は，自分と周りの環境や人間関係に左右されます。肯定的な想いや感情は生 

活への積極性と充実感につながり，否定的な想いや感情は対人関係の苦痛や喪失感を

含みます。 
① 施設内での対人関係の問題と，対人関係の能力を把握して，対人関係の苦痛へ対   
 応します。 

（３）気分 
   気分の悪化は，体重低下，興奮，痛み等の機能障害として表れる場合があります。

① 悲しみや虚しさ，不安，落ち着きのなさなどの気分の悪化に対応します。 
    
 
① 生活の質に関連する，ＡＤＬ以外の活動について把握します。 

② 施設生活の適応性を把握します。 
③ 理面での支障は，様々な生活障害を伴うため，気分や行動の問題があることを発見

把握します。 
 
７ 排尿・排便 
 
（１）失禁 

適切な方法での排尿のコントロールができない状況です。 
   失禁は，皮膚の発疹，浸軟，褥瘡，転倒や社会的孤立などに影響があります。 
   一般の常識とは逆に，多くの高齢者の尿失禁は治せるものであり，大幅な改善が可

能な場合があります。その方法は，薬剤の使用，運動，排尿訓練，居住環境の改善，

手術などがあります。 
  ① 回復可能な失禁の原因を把握し，可能な対処方法を検討して対応します。 
 
① 排泄の状況ではなく，失禁（漏れている）の状態（コントロールの状況を含む）を

把握します。 
② 排便の状況を把握します。少なくとも３日に１回を正常とします。 

 
８ 褥瘡・皮膚の問題 
 
（１）褥瘡 

褥瘡は入所者に深刻な影響を与え，治療には費用と時間がかかるが，身体機能に障

害のある入所者に最も多くみられる状態となっている。褥瘡は予防することができ，

仮にできてしまっても改善することができます。 
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  ① 褥瘡のある入所者に治療やケアを確実に提供することと，褥瘡になる危険性があ

るにもかかわらず予防的なケアを受けていない入所者を把握します。 
 
（２）皮膚の問題 
  褥瘡や潰瘍以外の皮膚の問題を把握して対応します。 

 
① 皮膚の状態，皮膚の問題と程度を把握します。 

 
９ 口腔衛生 
 
（１）口腔衛生 

機能する歯や義歯は，十分な栄養摂取に重要です。また，清潔に見た目も良く保つ

ことは，自分でも他者にもイメージを高めることにつながり，他者との交流を豊かに

することができます。 
   さらに，口腔内を健康に保つことは，不快感や感染症等の危険性から守ることにな

ります。 
  ① 口腔ケアの必要性を把握して対応します。 
 
① 口腔の問題を把握します。 

 
１０ 食事摂取 
 
（１）食事摂取 

栄養状態が悪化する危険性を把握して早期に予防的な対応をします。 
（２）経管栄養 

① 経管栄養の弊害である，興奮やうつ状態，気分低下，自己抜去，感染症，吸引，

気管や肺への誤挿入，チューブの抜け，痛み，チューブの詰まり等に対応します。 
（３）脱水 

摂取する水分量より，失われた水分が多い状態です。 
   水分は，組織の物理的支持，細胞への栄養分の輸送と老廃物の排泄，体温の調節を  
  含む複椎な代謝機能に必要です。 
  ① 脱水症になる危険性の高い入所者を把握し，脱水を未然に防ぎます。 
  ② 介護スタッフが，脱水になる原因や脱水による症状に気をつけることができ，対

応できるようにします。 
 

① 栄養や水分の摂取状況，体重の増減を把握します。 
 
１１ 問題行動（行動障害） 
 
（１）行動障害（認知症の行動・心理症状等） 
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   行動障害は，入所者本人，他の入所者，さらにスタッフにとっての悩みや問題にな

る場合があります。行動障害のある入所者との関わりは難しいため，過剰な抑制や向

精神薬が使われることがあります。しかし，行動障害に対して，それ以外の介護や対

応に取り組む傾向が高まっています。 
   行動障害の原因はすべて認知障害とは限りません。その他の病気や障害，心理的な

こと，ケアスタッフの対応，環境や生活習慣など様々です。 
① 行動障害のある入所者を把握し，原因とその解決策を検討します。 

  ② また，行動障害は改善されたとしても，行動を制限してしまっている可能性のあ 
るケアを受けている入所者を把握して対応します。 

 
１２ 介護力 
 
（１）退所の可能性 
  ① 退所の可能性のある入所者を明らかにし，退所に向けて計画的に対応します。 
 
① 退所する可能性のある入所者を明らかにします。 

 
１３ 居住環境 
 
（１）居住環境 
   入所者の健康状態，障害の状況から見ての危険な環境状態，自立生活を阻害する環  
  境状態を把握して対応します。 
 
① 居住環境が危険か，行動に支障，不具合があるかを把握します。 

 
１４ 特別な状況 
 
（１）高齢者虐待 
   近年，高齢者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されてい

るとは言えません。多様な状態を包括する定義は「高齢者虐待の防止，高齢者の養護

者に対する支援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括するもの

ではありません。高齢者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に

苦痛を与えようとした場合と職員の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識に苦痛

を与えてしまう場合とがあります。 
① 虐待や放置を受けている高齢者，または虐待の危険性を把握し，即時の対応が必

要かどうかの状況を判断する。職員による虐待を発見した場合には市町村・地域包

括支援センターに通報する。 
 
（２）身体拘束 
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身体拘束は，入所者の自主性を奪い，人間として最も重要な自己の尊厳を奪いま

す。また，このことは，「入所者の機能とＱＯＬを最大限にすること。」という施設ケ

アの目的から大きく外れた行為です。 
① 拘束せずに，ケアの目標を達成する方法を検討して対応します。 

 
（３）ターミナルケア 

末期状態にある人の広範囲なケアであり，回復を目的とした治療から，症状を緩和 
  して残された日々の生活の質（ＱＯＬ）を向上や確保するためのケアに移行します。 
  ① 施設でのターミナルケア，緩和ケアを希望する，もしくは受ける住所者に対して

包括的ケアの必要性を把握して対応します。 
  ② また，医療との連携が重要になるので，入所者本人と家族，主治医（嘱託医），施 

設スッタフ間の綿密な打ち合わせ，話し合いによる合意と役割分担による対応をし 
ます。 

 

 

① 高齢者虐待の兆候，危険性，緊急性を確認します。 
② 緩和ケア，ターミナルケアの必要性，実現の可能性を把握します。 
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